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１．目的   

建材の部位別性能評価の標準化に関する評価項目及び評価法のあり方等についての事前

調査（ＦＳ調査）を実施する。 

 

２．必要性   

(1) 平成 18 年 6 月に住生活基本法が制定・施行されたことにより住宅の質的向上のための

建材レベルでの品質の確保に一層取り組むことが不可欠となった。 

 

(2) 平成 16 年 6 月に工業標準化法の改正で製品認証制度がスタート、JIS 適合性評価が重

視される製品の信頼性が一段と向上した。 

 

(3) しかしながら、建物の品質に直結する部位別性能の評価法が確立していないため適切

な材料の選定の基準がない。また現行の建材 JIS は原料を主体とした規格となっており、

建材からの建物の質的向上に関する取組には限界がある。 

 

(4) さらに法規の性能規定化が進む中、材料の種類や製品の形状、寸法等を規定した現状

の製品レベルの仕様規定は、設計、施工、使用条件下での製品の性能特性が不明確であり、

設計者等のユーザーにとって使いづらいものとなっている。 

 

(5) 以上のことから、屋根・天井、壁、床に使用される建材の部位別要求性能とその評価

法及び試験方法のJIS/ISO規格化、評価法の普及法等について調査研究し、住宅の品質向上

のための基盤を確立する必要がある。 



 

３．委員会構成 （委員名簿：事務局） 

(1)委員会 

 

  氏  名 所  属 ・役  職 

委員長 菅原進一  東京理科大学 専門職大学院 総合科学技術経営研究科 教授 

委員 奥田宗幸  東京理科大学 理工学部 建築学科 教授 

： 清家 剛  東京大学大学院 新領域創成科学研究科 助教授 

： 喜多見淳一 経済産業省 製造産業局 住宅産業窯業建材課長 

： 福田泰和 経済産業省 産業技術環境局 基準認証ユニット 標準企画室長 

： 越海興一  経済産業省 産業技術環境局 製品認証業務室 室長 

： 江口信彦   経済産業省 産業技術環境局 産業基盤標準化推進室長 

： 坂本 努  国土交通省 住宅局 住宅生産課課長 

： 野村 修  国土交通省 大臣官房営繕部 整備課長 

： 平野吉信  国土交通省 国土技術政策総合研究所 建築部長 

： 本橋健司  独立行政法人 建築研究所 材料研究グループ長 

： 岩田誠二  財団法人 建材試験センター 理事長 

： 豊沢 貢 独立行政法人 都市再生機構 技術・コスト管理室 企画課 専門役

： 八野 行正 住宅金融公庫 住宅環境部 部長 

： 柳澤璋忠  社団法人 日本建築家協会 専務理事 

： 坪内信朗  社団法人 日本建設業団体連合会  

： 浅野 宏 社団法人 住宅生産団体連合会 専務理事 

： 富田育男  社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 専務理事 

： 横溝茂樹 社団法人 日本サッシ協会 専務理事 

： 池貝晃一   板硝子協会 専務理事 

： 西尾マサル 硝子繊維協会 専務理事 

： 小林浩二 押出発泡ポリスチレン工業会 事務局長 

： 佐次洋一  ALC 協会 会長 

： 吉田哲郎  日本窯業外装材協会 会長 

： 須藤永一郎 社団法人石膏ボード工業会 会長 

： 山崎 誠 社団法人日本鉄鋼連盟 市場調査・開発本部長 

： 井邉博之  日本繊維板工業会 会長 

関係者 秦 茂則 
経済産業省 製造産業局 住宅産業窯業建材課 課長補佐 
(～H18/12) 

： 田村厚雄 
経済産業省 製造産業局 住宅産業窯業建材課 課長補佐 
(H18/12～) 

： 横山健夫 経済産業省 製造産業局 住宅産業窯業建材課 技術係長 

： 長島由美子 経済産業省 製造産業局 住宅産業窯業建材課 技官 

： 橋本雅之   財団法人 日本規格協会 規格開発部 主任研究員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 栗田紀之  建築環境ワークス協同組合 代表理事 

： 平野陽子  株式会社 ドット・コーポレーション 代表取締役 

： 佐藤俊平  

： 影山 徹   パシフィックシステム株式会社 システム企画部長 

事務局 若木和雄   財団法人建材試験センター 特別参与 

： 荒谷英幸   社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 情報化センター次長 

： 小林祥一郎 社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 システム部長 

： 佐伯秀雄   社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 企画部長 



 

(2) 分科会                     （＊：サブ分科会メンバー） 

 氏  名 所  属 ・ 役  職 

分科会長 清家 剛  東京大学大学院 新領域創成科学研究科 助教授 ＊

委員 菅原進一  東京理科大学専門職大学院 総合科学技術経営研究科 教授  

： 奥田宗幸  東京理科大学 理工学部建築学科 教授  

： 小山明男  明治大学 理工学部建築学科 助教授  

： 名取  発  東洋大学 ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 助教授 ＊

： 小見康夫  武蔵工業大学 工学部建築学科 専任講師   

： 秦 茂則 経済産業省 住宅産業窯業建材課 課長補佐(～H18/12)  

 田村厚雄 経済産業省 住宅産業窯業建材課 課長補佐(H18/12～)  

： 越海興一   経済産業省 産業技術環境局製品認証業務室 室長 ＊

： 津金秀幸  経済産業省 産業技術環境局製品認証業務室 室長補佐  

： 十河 修 国土交通省 大臣官房官庁営繕部整備課 課長補佐  

： 石井秀明  国土交通省 住宅宅生産課 課長補佐  

： 槌本敬大  
国土交通省 国土技術政策総合研究所建築研究部  
基準認証システム研究室 主任研究官 

＊

： 古賀純子  
国土交通省 国土技術政策総合研究所住宅研究部  
住宅ストック高度化研究室 主任研究官 

＊

： 春川真一  財団法人建材試験センター 理事・性能評価本部長  

： 西野加奈子 建築・住宅国際機構 事務局長    

： 庫川尚益 社団法人日本建築家協会   

： 坪内信朗  社団法人日本建設業団体連合会 ＊

： 賀山憲夫 社団法人住宅生産団体連合会 住宅性能部 部長  

： 富田育男  社団法人日本建材・住宅設備産業協会  

： 松本 実   社団法人日本サッシ協会 業務部長  

： 鵜澤孝夫 硝子繊維協会 短繊維部会技術委員会  

： 森  実 日本窯業外装材協会 専務理事  

： 佐藤 強 社団法人石膏ボード工業会  

： 石川博司  社団法人日本鉄鋼連盟 亜鉛鉄板委員会 技術分科会 主査  

： 涌田良一 日本繊維板工業会 事務局長  

： 山口輝光  日本鋼製下地材工業会 事業委員長  

： 望月伸一  株式会社ファインコラボレート研究所 代表取締役  

： 栗田紀之   建築環境ワークス協同組合 代表理事  ＊

： 平野陽子  株式会社ドット・コーポレーション 代表取締役 ＊

： 影山 徹  パシフィックシステム株式会社 システム企画部長  

関係者 横山健夫 経済産業省 住宅産業窯業建材課 技術係長    

： 長島由美子 経済産業省 住宅産業窯業建材課 技官  

： 岩田誠二  財団法人建材試験センター 理事長  

： 佐藤俊平   ＊

事務局 若木和雄  財団法人建材試験センター 特別参与  

： 荒谷英幸   社団法人日本建材・住宅設備産業協会 情報化センター次長  

： 小林祥一郎 社団法人日本建材・住宅設備産業協会 システム部長  

： 佐伯秀雄  社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 企画部長  

 



 

４．実施状況 （開催状況：事務局）  

(1) 委員会 

 開催日 主な審議内容 

第１回 H18.11.27（月） ○実施計画書の検討及び承認 

○具体的な取組みの検討など 

第２回 H19. 1.25（月） ○現状調査研究結果（建築関連 JIS 調査、外壁構成材料

の性能・試験方法についての調査など）の報告・検討な

ど 

第３回 H19. 2.26（月） ○現状調査研究結果（外壁構成材料の性能・試験方法に

ついての調査など）の報告・検討及び承認 

○建材の部位別性能評価のためのデータベースとシステ

ムについての検討など 

(2) 分科会 

 開催日 主な審議内容 

第１回 H18.12. 1（月） ○現状調査内容（建築関連 JIS 調査、外壁構成材料の性

能・試験方法についての調査など）の検討など 

第２回 H19. 1.19（金） ○現状調査内容（建築関連 JIS 調査、外壁構成材料の性

能・試験方法についての調査など）の検討 

○建材の部位別性能評価のためのデータベースとシステ

ムについての検討など 

第３回 H19. 2.19（金） ○現状調査内容（外壁構成材料の性能・試験方法につい

ての調査、工業会ヒアリング調査など）の検討 

○建材の部位別性能評価のためのデータベースとシステ

ムについての検討など 

(3) サブ分科会 

 開催日 主な審議内容 

第１回 H18.11.20（月） ○具体的実施内容の検討など 

第２回 H18.12.18（月） ○現状調査内容（建築関連 JIS 調査、外壁構成材料の性

能・試験方法についての調査など）の検討など 

第３回 H19. 1.25（月） ○現状調査内容（外壁構成材料の性能・試験方法につい

ての調査など）の検討など 

第４回 H19. 2.15（木） ○現状調査内容（外壁構成材料の性能・試験方法につい

ての調査、工業会ヒアリング調査など）の検討 

○建材の部位別性能評価のためのデータベースとシステ

ムについての検討など 

第５回 H19. 3. 8（木） ○報告書の検討など 

(4) 準備会 

 開催日 主な審議内容 

第１回 H18.10.30（月） ○調査研究の概要（実施計画書を含む）、具体的実施項

目の検討など 

 



 

５．FS調査結果 

 

5.1 調査の目的と調査方法 

 

FS 調査としては、屋根・天井、壁、床等に使用される建材の部位別の評価項目及び性能

評価法のあり方（評価検証用 JIS 製品性能データ収集を含む）、製品・試験方法等 JIS・ISO

規格等の標準化のあり方及び当該分野の JIS 普及法等を検討するため次のような調査を実

施した。 

 

(1) 建築物の性能・部位別の性能に関する規格化の動向 

(2) 材関連 JIS の活用状況調査とその分析 

(3) 建材関連 JIS試験方法及び性能項目調査とその分析、 
(4) JIS 規格関連団体に対するヒアリング調査 

(5) 部位別性能評価法のあり方 

 

5.2 建築物の性能、部位別の性能に関する規格化の動向 

 

(1) JIS A0030の制定等 

1968 年、通産省及び建設省で住宅産業が重要政策の 1 つとして取り上げ、その一環とし

て当時通商産業省工業技術院（現経済産業省）は調査研究委託事業「住宅性能標準化調査

研究」（5 年計画：事務局(財)日本建築センター）及び「建築の部位別性能分類 JIS 原案

作成」（事務局(社)プレハブ建築協会）を開始した。 

その成果として、1973 年 JIS A 0030「建築の部位別性能分類」及び JISA1414「建築用

構成材およびその構成部分の性能試験方法」が制定された。 

1973 年、建設省（現国土交通省）は総プロ「住宅性能総合評価システム」及び「工業化

住宅の性能認定」を開始した。現在 JIS A 0030 は制定以来、今日に至っているが、その見

直し時期ではとの意見も聞かれた。また JIS A 1414 は現状に対応すべく 2003 年から建築

用構成材（パネル）及びその構成部分の性能試験方法等の標準化に関する調査研究（清家

剛委員長：東京大学）が実施され、2006 年に 30 年ぶりに改正された。 

 

(2) ISO/TAG8 の経緯 

ISO（国際標準化機構）/TAG8（Technical Advisory Group 8）は、我が国の建築関連（一

部土木分野も含む）国際標準化活動を国内委員会として総合的に対処するため 1991 年 8

月に ISO/TAG8（建築等）国内検討委員会（現委員長菅原進一東大名誉教授：事務局(財)建

材試験センター）を設置され、1991 年 3 月、菅原 ISO/TAG8 の JISC（日本工業標準調査会）

代表は、JIS 制度発足 40 年経過したが建築関係規格の体系的視点が欠如していたとし、建

築規格体系（1990 年度工業技術院委託研究成果）を ISO/TAG8 に提案している。 因みに

ISO/TAG8 では ISO 構造設計規格とその調和、ISO 建築規格への性能に基づくアプローチ、

建築規格の首尾一貫した体系、規格の電子的情報化等について議論され今日に至っている。 

現在ISO国際規格として審議中の主な関連規格は次のようになっている。 

DIS7893 建築における性能規格―構成材による間仕切りー耐衝撃耐久試験 

DIS7896 建築における性能規格―屋根用構成材及び同等のもの性能表示 

DIS8412 建築における性能規格―構成材から作られた外壁の気密性試験方法 



 

WD（作業草案）組立て間仕切りと天井の試験方法 

 

(3) このように、国際規格としてISO6241（ユーザー要求事項）を基本とした建築の部位を

構成する構成材関連性能及び試験方法がDIS（国際規格原案）、WD（ワーキング文書）とし

て現在検討されている。しかし当該分野は各国の建築構造も異なることから国際規格化の

進捗も思わしくないが、国連OECD、ECE等でその技術的な検討も開始され始めたところであ

る。 

我が国としては結露（湿気）など代表される気候上特有な建築環境に即した建築として

要求される性能をふまえた建材の部位別性能評価方法及び試験方法等をJIS制定と併せ、同

じ建築環境である北欧、カナダ等と連携した国際規格をタイムリーに提案し、国際規格と

国内規格の適合性評価適用の円滑に実施することが必要である。 

 

5.3 建材関連 JIS の活用状況調査とその分析 

 
まず、建築関連法規及び公的な工事仕様書において、どの部分に JIS が引用されている

かを確認するために、以下の作業を行った。 

(1) 建築基準法 

 建築基準法の告示の中で JIS 規格が引用されているものをリストアップし、告示番号、

その概要、関連法令、JIS 番号、製品名を表にとりまとめた。 

(2) 金融公庫在来軸組住宅（H15 版） 

 金融公庫の仕様書の中で、JIS 規格が引用されているものをリストアップし、工事名、

大項目、小項目、JIS 番号、製品名を表にとりまとめた。 

(3) 省エネ法 

 省エネ法の中で、JIS 規格が引用されているものをリストアップし、法律中の概要、JIS

番号、製品名を表にとりまとめた。 

(4) 公共工事標準仕様書（建築） 

 公共工事標準仕様書の中で、JIS 規格が引用されているものをリストアップし、JIS 番号、

製品名、掲載されている章、工事名を表にとりまとめた。 

 

 次に、建築に関連する JIS 規格をリストアップするため、財団法人日本規格協会の Web 

Store において「土木および建築」に分類されている規格を全て表にとりまとめた。この

表に、JIS ハンドブック⑧建築Ⅰ材料および⑨建築Ⅱ試験・設備に掲載されている規格、

(1)～(4)でピックアップした規格について、○印を付す作業を行った。この作業中に、当

初のリストで漏れていた規格を追加した。 

 

 これらの結果を見ると、関連法規や各仕様書によって、引用している JIS 規格がかなり

異なることがわかる。関連法規や各仕様書は、それぞれ目的が異なるために、このような

差が生じていると思われるが、これらの関係が JIS 製品の市場の状況に与える影響は大き

いと思われる。例えば、基準法で引用されている規格は、法的に指定されたものとなるた

め、市場ではほとんどが JIS マーク製品となっているのではないかと考えられる。また、

公共工事標準仕様で引用されている場合は、公共工事用、つまり RC 造用の JIS マーク製品

は市場に多く存在するが、民間ベースである戸建て住宅用の JIS マーク製品はほとんど認

識されていない状況が生じているのではないかと考えられる。 



 

 このような傾向は、JIS 規格の内容そのものにも影響を及ぼしている可能性も高く、今

後分析が必要であろう。 

 また、今回は１）～４）の作業しか行っていないが、公共工事の標準仕様の木造建築、

機械設備、電気設備、公庫の仕様書ではツーバイフォー、品確法等、まだ関連を確認して

おかなくてはいけない関連法規、仕様もある。部位との関係を考える上では、これらの関

係を示しておく必要があるのではないだろうか。 

 

5.4 建材関連 JIS規格における試験方法及び性能項目分析 
 この章では建材関連 JIS規格の一例として、戸建木造住宅の外壁に関する JIS規格を抽
出し、各規格内で規定されている試験方法の調査を行い、また、それらの試験により求め

られる性能についての分析を行った。 
 
 ◆面材 
・曲げ性能は、試験方法の差異はあるものの、全ての面材において規定している。 
・防火性能は、一部の面材を除き、同一試験方法により規定している。 
・断熱性能は、半数以上の面材において、大別して２種類の試験方法により規定してい

る。しかし、『JIS A 1412-1 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第１部：保
護熱板法（GHP法）、-2 －第２部：熱流計法（HFM法）』は『JIS A 1420 建築用構
成材の断熱性測定方法－校正熱箱法及び保護熱箱法』に包含されるものの、試験方法が

異なる事により性能値の比較が困難となっている。また、断熱性能を規定していない面

材（例えば『JIS A 5441 押出成形セメント板（ECP）』）においても、性能値は設計の
際に必要な情報となり得る。 
・衝撃に関する性能は、半数以上の面材において規定しているが、その試験方法にはか

なりのバラツキがある。 
・防水・防湿性能や耐色・耐磨・耐汚・耐候・耐食性能及び VOC に関する性能等は、
面材の使用される環境に因り要求される性能項目が大きく異なると考えられるが、自明

である性能値も明記する事により、使用環境の選択可能性が拡がると考えられる。 
 
 ◆断熱材 
・断熱性能は、全ての断熱材において、大別して２種類の試験方法により規定している。

しかし、断熱材の主たる性能である断熱性能に対し、試験方法が異なる事により性能値

の比較が困難となっている。 
 
 ◆木部 
・『JIS A 9104 加圧式クレオソート油防腐処理まくら木』や『JIS A 9108 土台用式
防腐処理木材』といった規格において、耐食・耐腐朽性能に関する性能値が無く、設計

時の判断が困難となっている。 
 
◆塗料 
・操作・施工性能は、全ての塗料において、様々な試験方法により規定している。 
・VOCに関する性能は、半数以上の塗料において同一試験方法により規定しているが、
そのうちの約半数がホルムアルデヒド放散等級分類記号の表示を義務付けているもの

の、その試験項目を設けていない。また、試験項目を規定してない塗料についても、性



 

能値を明記する事により使用環境の選択可能性が拡がると考えられる。 
・耐食・耐腐朽性能は、殆どの塗料において、様々な試験方法により規定している。し

かし、その性能値は試験方法が様々であるが故に一定ではなく、設計時には塗料の耐

食・耐腐朽性能を把握し使用環境の選択を行う必要がある。 
・耐候性能は、半数以上の塗料において規定している。しかし、その性能値は試験方法

が様々であるが故に一定ではなく、設計時には塗料それぞれの耐候性能を考慮し使用環

境の選択を行う必要がある。 
 
◆塗材 
・操作・施工性能は、半数以上の塗材において、様々な試験方法により規定している。 
・曲げ性能及び圧縮性能は、半数以上の塗材において規定している。 

 
 ◆接着剤 
・VOC に関する性能は、全ての接着剤において、大別して２種類の試験方法により規
定しているが、そのうちの一部がホルムアルデヒド放散等級分類記号の表示を義務付け

ているものの、その試験項目を設けていない。 
・操作・施工性能は、半数以上の接着剤において、様々な試験方法により規定している。 

 
 ◆防水・防湿材 
・防水性能は、殆どの防水材において試験項目が無く、性能を規定していない。 
・防湿性能は、「透湿性能」を求める試験項目により規定している。 
・耐久性能は、半数以上の防水・防湿材において、様々な試験方法により規定している。

また、一部の試験方法を規定していない防水・防湿材においても、性能値が明記される

事により使用環境の選択可能性が拡がると考えられる。 
・耐磨性能は、半数以上の防水材において「耐折り曲げ性能」として規定している。 
・操作・施工性能は、半数以上の防水材において、様々な試験方法により規定している。 
・耐熱性能は、半数の防水材において、同一試験方法により規定している。 

 
 ◆接合具 
・殆どの接合具において、試験項目が無く、性能を規定していない。 
・耐食・耐腐朽性能は、『JIS A 5556 工業用ステープル』においてのみ耐食性能を規
定しており、『JIS A 5508 くぎ』においては「表面処理」に関する試験項目を規定し
ている。 
・『JIS B 1125 ドリリングタッピンねじ』において、試験項目は規定しないものの、
製造方法（表面処理）を規定している。 

 
 ◆その他 
・『JIS A 6921 壁紙』において、防火性能を規定する試験項目は無いが、性能値が明
記される事により設計時における利便性が向上すると考えられる。 

 



 

5.5 部位別性能項目から見えてくる JIS 規格のあり方 

 

(1) 図 5.5.1 RC 造①及び図 5.5.4 S 造①の資料について 

ある１種類の外壁の仕様について、公共工事標準仕様と JASS のどの部分が該当するかを

まとめたものである。最近の JASS は、目標性能を冒頭に明記しているので、そちらも記載

した。また、公共工事標準仕様で明記されている JIS については「関連 JIS」として記載

している。 

公共工事標準仕様も JASS も、どちらも工事単位でとりまとめられており、JASS の目標

性能も、部位や該当部分の室用途を問わず、内装工事を除けば、主に施工段階での不具合

が生じやすい事象について取り上げている。これは、公共工事標準仕様書や JASS は、性能

を選択するためではなく、該当工事が適切に行われることを目的に用意されていることを

考えると当然である。 

したがって、ここで示されている目標性能は、施工によって左右されるごく基本的な性

能についてのみ示されており、選択される建材の性能によって、すなわち室用途や部位に

よって付加的に求められる性能については取り上げられていない。また、材料特性から考

えてあまりにも当たり前に備えている、または備えられていない性能についても、取り上

げられていない。 

 

例えば、外壁面には防水性が求められるが、RC 造のタイルについては、当然ながら備え

られていると考えられているので、挙げられていない。また S 造の ALC 板は外壁を構成す

る面材ではあるが防水性は無く、それを塗装で担保しているが、そのことについても当然

のことであると考えられており、特段明記されていない。 

通常、各部位に要求される性能は設計の段階において検討され、材料や工法の選択の判

断材料となるが、それらの要求は、ここの JASS の目標性能とは質の異なるものとなる。 

 

(2) 図 5.5.2 RC 造②及び図 5.5.5 S 造②の資料について 

ここでは、外壁の仕様と、建築物の規模と用途、室用途を明らかにした上で、設計段階

で設計者が材料選択の際に必要としている情報の例を示したものである。性能については、

JIS 試験方法比較の項でも使用した、建築性能一覧表からピックアップする形を取ってい

る。一覧表は、図 5.5.1 RC 造①～図 5.5.6 SC 造③の図の右に記載している。(前の項でも

述べたが、この性能の内容については、ここでは議論しない。) 

 「注意している性能が少なすぎる」、「もっと色々と考えて設計している」という議論も

あろうが、ここでは、考えている、考えていないという問題ではなく、その材料について

の確実な情報が必要とされる性能についてのみを選別したために、このような少ない性能

のみを示すことになった。 

 既に完全に確立している工法を選択した場合、必要な情報とは、建築物として最低限ク

リアーしておかなくてはいけない建築基準法に関係するものと、当たり前の性能ではある

が材料が担保する割合が高く、地域や部位によって求められるかどうかが変わる性能、ユ

ーザーが強く要求している付加価値的な性能の３種類であろう。 

 

 図 5.5.2 RC 造②を例に見ていく。 

外装部分では耐凍結、耐汚染を挙げた。この二つの性能は設計者および建物グレード、

立地によって要求するかどうか、判断が分かれる性能であると言える。つまり、建物の寿



 

命、用途、立地によって要求が異なってくるだけでなく、設計者の判断にも大きく影響さ

れる部分であるという意味である。 

特に防汚については、付加的な性能であるという判断もあるが、現在のエンドユーザー

には関心が高い性能であり、タイルメーカーは外部については防汚、内部については防汚

および抗菌が、エンドユーザー向けにアピールしている新たな性能であると言える。 

一方、図 5.5.1 RC 造①の資料の目標性能に挙げられているように、剥落しないか、耐凍

害性はあるか、といった部分が非常に重要であることは明らかである。耐凍害性は、地域

によって求められるかどうかが異なり、設計者が注意して選択すべきものであるため、材

料選択の情報として必要である。 

しかし、剥落については、既に当たり前の性能として認識されており、また材料のみで

担保されるのではないため、材料性能情報としては特段必要とされない。同じ剥落に対す

る性能としても、風呂の内壁と、外壁の高層部分における要求は大きく異なる。当たり前

の性能である剥落についても、部位によってその要求度が異なる。ただし、これらは、製

品だけで担保するものではなく、施工方法に大きく依存するものである。例えば、高層の

建物で、剥落による危険性が高くなる場合は設計段階で考慮されるが、それは材料特性と

いうよりも、施工方法の選択によって解決する場合がほとんどとなる。 

 

壁の内装になってくると、建築基準法上クリアーしなくてはならない内装制限やシック

ハウス対策がある。これらは、建物用途、部位や室用途によって要求されるかどうかが変

わる。設計者は、室用途等を考慮して、どの性能が必要かをチェックした上で、材料およ

び材料が取得している認定等を確認し、仕様を決定する。 

同じ建築基準法上の耐火や構造上の要求については、躯体部分や外壁面にも要求される

が、今回の RC 造の仕様では、仕様を決定した段階で耐火構造であることが無条件で決まっ

てくるため、図 5.5.1 RC 造①で述べた防水性能と同様、材料特性としてあまりにも当たり

前すぎるため、わざわざ明記されない性能となる。 

 

壁の内装の性能については、上に挙げた基準法にからむ VOC 関係、防火関係の性能が要

求されるが、そのほかに遮音を入れた。これは、マンションの居間という室用途から、特

に必要とされる性能であると判断したためである。ホテルやマンションの場合では、この

性能がオフィスや倉庫、学校の教室等と比べて、要求性能が高くなる。しかし、遮音以外

の性能は入れていない。もちろん、耐汚や耐摩擦といったものもある程度は必要ではある

が、これは今回想定した室用途、部位で考えると、特筆して要求するものではなく、当た

り前の性能として備わっている程度（衝撃や防汚など）で問題はないと考えられる。 

これは、当然、室用途が変わると、大きく変わる。例えば、洗面脱衣室であれば、マン

ションであっても防水、防湿が求められる。また、全く室用途が異なると、別の性能が強

く求められるようになる。例えば、リハビリ室等では、人体に対しての安全を確保するた

め内面壁にクッション性が求められたり(性能名称としては「障害」であろうか)、衝撃に

ついても住宅の居間やオフィスとは異なる性能が求められることが想定される。また、楽

器練習室であれば、防音性、反射、吸音などの要求があろう。このように、室用途と部位

が決まらないと、部位に対する性能、またはその性能のランクは決まってこない。 

 

こう見ると、前にも述べたが、性能とは、部位と材料が組み合わされて示された瞬間に

当たり前の性能としてあるものと、室用途によって特別に求められる付加的な性能に分け



 

られることがわかる。また別の角度から見ると、建築基準法等の関連法規で求められてい

る性能と、設計者またはエンドユーザーが求めている性能とに分けられる。組み合わせを

考えると、表 5.5.1 のように、性能の質によって全部で４つに分類されるが、そのうちの

ⅰ－B は、通常どこにも明記されることが無い。 

 

表 5.5.1 性能の分類 

 ⅰ） 

材料と部位が決まった瞬間に

当たり前の性能としてあるも

の 

ⅱ） 

室用途、部位により求められる性

能 

A) 

基準法で求めら

れる性能 

ⅰ-A 

JIS では情報として無い。 

基準法等で明記されている。 

ⅱ-A 

JIS 情報としては無い。 

基準法等で明記されている。 

大臣認定品情報として、分散して

存在する。 

B) 

付加価値的な性

能 

i-B 

当たり前の性能として、どこに

も明記されない。 

ⅱ-B 

JIS で示されている場合もある。 

多くは、企業独自で示している場

合が多い。 

 

 

関連法規で求められる性能は、性能値そのものよりも、関連法規上での位置づけや、認

定を取得しているかどうかといった情報が重要になる。 

現在の JIS では、多くの製品において、これら４つの性能が整理されずに示されている

ため、設計者、エンドユーザーにとってわかりにくいものとなっている。ⅰ－B について

は、確立された工法である場合には必要ないが、新しいことを行う際には、必要となる場

合も多いと考えられる。この部分の情報を、伝える必要があるか、どのように伝えるべき

かについては、課題となろう。 

 

(3) 図 5.5.3 RC 造③及び図 5.5.6 S 造③の資料について 

これは、各仕様に該当する公共工事標準仕様書部分に記載されている材料 JIS を取り出

し、その JIS 内で示されている試験方法を列記したものである。表の右側には、性能一覧

から関連すると思われる性能を選び記載した。「－」該当する性能が無いことを示している。

また、表の左の●は、図 5.5.2 RC 造②及び図 5.5.5 S 造②の資料において求められている

性能と関連するものであることを示している。また、○は、関連はあるが、直接的でない

ものであることを示している。 

これを見ると、現在の JIS が、製品に品質確保のためと思われる試験を主に行っている

ことがわかる。ただし、これも推測であり、何を目的として試験を行っているのかは、JIS

を読むだけでは判断できないことが多い。一方、最近改訂された石こうボードの JIS では、

釘の側面抵抗や、吸放湿性能といった、設計やエンドユーザー向けの性能値を示している

ものもある。 

 



 

以上のように、設計段階で必要となる JIS 情報は何かを探るため、現状の公共工事共通

仕様書、JASS、JIS の関係を見てきた。 

これらは関連しているものの、エンドユーザーの視点に立った場合には、非常にわかり

にくいものとなっていることがわかる。 

示されている試験方法で製品の何が担保されているのかがわからないこと、また、それ

がわかったところで、担保されている性能の意味合いが明確でないことが、わかりにくさ

の第一要因と言える。 

担保されている性能について、その目的とタイプを明確にすることが、JIS そのものの

情報として求められることではないだろうか。 

 

 これらの資料にみられるように、現在のJISでは、その材料にとって問題となりうる性能

項目について規格や試験方法が記載されているが、網羅的ではない。特に、その材料にと

って非常にすぐれていて自明である性能について、言及のない場合が多々ある。逆に、そ

の材料の欠点となるような、持ち合わせてない性能項目についても言及がない。 

 JISを根拠とすることを前提として、多数の材料の組み合わせである部位の総合的な性能

を構築するためには、そのような自明な性能、欠点性能についても、ありのままに、網羅

的、データベース的に性能が表示されていることが望ましい。無論、不要な試験に無理に

結びつける必要もないし、性能の有無を自己認証するのみでも十分であるから、総合的な

部位の性能項目から、個々の材料の性能値あるいは性能の有無が、検索にかかってくるよ

うな仕組みとしていくことが望ましい。 



力（構造） 建築基準法による構造性能 基準法に基づく設計仕様と施工管理により担保 
ただし、基準法37条関係の材料についてはJISで担保 

防火 建築基準法による耐火性能 基準法に基づく設計仕様と施工管理により担保 
ただし、基準法37条関係の材料についてはJISで担保 

４．躯体 

基準法が優先する部分であるので、その情報とJIS情報が整理し関連されていれば理想的。 
 耐汚 通常は特になし。 

ただし、設計者の質によっては、外壁の汚れに対する要求

等がある場合が考えられる。 

設計仕様および施工管理により担保 
一部、JISで表示可能 

耐凍害 立地により要求される。 JISで表示可能 ５．外装表面仕上げ 
熱環境をより深く検討しようとしている設計者であれば、断熱性能についてのデータを欲する場合が考えられる。 

････室用途、部位によって、材料に要求される性能が異なる。 



表5.5.2 設計者が要求する性能 ２ 
 
事例 低層鉄骨 店舗兼住宅 居間の外周壁の場合 
 

VOC他 建築基準法上のシックハウス対策 JISで表示可能 
防火 建築基準法上の内装制限 下地との組み合わせの認定 

１．内装表層仕上げ 

室内環境を深く検討している設計者であれば、吸放湿性についてのデータを欲する場合が考えられる。 
室用途によっては、防水、防湿、耐衝撃性、人に対する障害の有無、磨耗性、耐汚性の他、光や音に対してのデータを要求される場

合も考えられる。この場合、材料単体でのJIS表示に合わせ、下地と仕上の組み合わせの仕様で対応することになると考えられる。 
VOC他 建築基準法上のシックハウス対策 JISで表示可能  
防火 建築基準法上の内装制限 基準法にて下地との組み合わせの認定 

２．内装下地 

室内環境を深く検討している設計者であれば、吸放湿性についてのデータを欲する場合が考えられる。 
室用途によっては、防水、防湿、耐衝撃性、人に対する障害の有無、耐汚性の他、光や音に対してのデータを要求される場合も考え

られる。この場合、材料単体でのJIS表示に合わせ、下地と仕上の組み合わせの仕様で対応することになると考えられる。 
断熱 断熱性能 設計仕様と施工管理により担保 

ただし、断熱材の性能はJISで表示可能 
防火 建築基準法上の内装制限 基準法にて下地との組み合わせの認定 
VOC他 建築基準法上のシックハウス対策 JISで表示可能 

３．断熱層 

 
力（構造） 建築基準法による構造性能 基準法に基づく設計仕様と施工管理により担保 

ただし、基準法37条関係の材料についてはJISで担保 
防火 建築基準法による防耐火性能 基準法に基づく設計仕様と施工管理により担保 

ただし、基準法37条関係の材料についてはJISで担保 

４．躯体 
（図では省略） 

基準法が優先する部分であるので、その情報とJIS情報が整理し関連されていれば理想的。 
断熱 断熱性能 設計仕様と施工管理により担保 

ただし、材料の断熱性はJISで表示可能 
防火 建築基準法による防耐火性能 基準法に基づく設計仕様と施工管理により担保 

ただし、基準法37条関係の材料についてはJISで担保 
遮音 住宅外壁としての遮音性能（立地によっては求められる。

また設計者の質によっても異なる） 
設計仕様と施工管理により担保 
ただし、材料の遮音性はJISで表示可能 

５．外壁 

目地の防水性や変形性能などは重要な性能ではあるが、設計仕様および施工管理で担保されるべき標準的なものである。 



耐汚 耐汚性 
外壁面を構成するALCの保護として必要。 

設計仕様および施工管理により担保 
一部、JISで表示可能 

耐候 耐候性 
外壁面を構成するALCの保護として必要。（ 

設計仕様および施工管理により担保 
一部、JISで表示可能 

６．外装表面仕上げ 

塗装を行なうことは基本であるが、どのグレードにするかは設計者の判断による。維持管理計画に直結するものであるため、重要な

項目である。塗装については、下地との相性、施工方法の選択が重要であるため、JISのみでは対応できない。 
････室用途、部位によって、材料に要求される性能が異なる。 
 



 

5.8 建材 JIS 規格に係る見直し作業標準（案） 

 

①JIS 規格制定後、今日までの改定等の経緯を把握する。 

・規格原案は何に由来し、外国規格や類似 JIS 規格など参照した規格はあるのか？ 

・事故等からの社会的ニーズや技術進歩で、大改定の契機となったものは何か？ 

・業界団体の機関誌、専門紙等のバックナンバーから関係記事を収録する。 

・過去に原案作成団体に参画した学識経験者や専門家から当時の趣旨等をヒアリングし、

必要に応じ参考文献や論文を提供してもらう。 

 

②JIS 規格の現状を把握する。 

・建築基準法、省エネ法その他の技術基準（各種設計指針等を含む。）に引用される場合、

現在の JIS 規格で設計等に必要な品質及び性能を満足しているか。 

・官民の工事仕様書（工事監理指針等を含む。）に引用される場合、JIS 製品の確実な受

け入れ方法及び施工技術に相応しい現場施工方法が明確に規定されているか。 

・その他、適用範囲（用途や使用部位）に応じて必要な品質及び性能を規定しているか。

また、類似の JIS 製品に同等に要求される品質及び性能と同じ内容が規定されている

か。 

・ISO 規格と比較して品質及び性能の内容に過不足はないか。また、ISO や諸外国と異な

る要求内容があった場合、対外的に合理的な説明ができるか。 

 

③ユーザーニーズを調査し、改定後の JIS 規格のイメージを固める。 

・JIS 製品の生産量や流通量の統計から、JIS 規格でカバーすべき品質及び性能を推定す

る。 

・大口ユーザー（強制法規や調達基準を含む。）の意見を聴取し、あるいは技術基準や工

事仕様書の記載内容を分析し、最低限必要な品質及び性能を確定する。 

・その他、ユーザーニーズを分析し、性能型規定と仕様書型規定の区別、性能値の等級

JISQ17025 表示、当事者間の協議に委ねる事項など JIS 規格の骨格を整理する。 

・該当 JIS 規格を対象とする登録認証機関の有無、試験設備の充足度など、新 JIS 製品

認証が可能な環境にあるか確認する。 

・類似の JIS 製品がある場合、品質及び性能に係る要求事項の共通化、製品試験方法の

統一化等について意見交換し、必要に応じ JIS 規格改定スケジュールを調整する。 

 

④JIS 改定原案作成委員会を立ち上げ、詳細な検討開始予定。 

日本建材・住宅設備産業協会（以下「建産協」という。）では標準化推進委員会（委員

長菅原進一東京大学名誉教授）を設置、建材関連 JIS（21 件）、TS（技術仕様 4 件）、団

体規格 10 件、住宅設備関連 11 件を制定、建材に係る部位別性能の標準化事業、物流効

率化のための標準化事業等、標準化のための調査研究並びに ISO/TC77(せんい強化セメ

ント製品)及び ISO/TC89(木質パネル)関連国際規格原案審議と関連規格の維持管理を、

建材産業の統括団体としての知見と業界の実態を踏まえ各専門家による適切な審議によ

り、費用と時間の面で適切且つ効率的に実施している。 

建材試験センターと建産協は標準化業務を連携、建築関連試験方法の規格原案作成、

標準化関連調査研究及び必要な実証試験を担当、JIS 原案作成及び ISO 国内審議機関と

して相互に関連する横断的な規格としての整合性の確保と規格内容の適切化、維持管理



 

等、強化促進を図っているところ。 

建産協としては、これまでの実績をふまえ、住生活基本法、建築基準法改正等、世の

中の変化に対応した迅速な規格の制定改正案を提案すると共に規格の維持管理を実施し

ている。 

特に建産協では 18 年度に実施の本調査研究「建材に係る部位別性能評価法の標準化事

業のための FS 調査研究」を建材関連の団体連絡会議などを積極的に活用、ユーザー要望

と業界団体の連携等、より積極的な強化策を講じる等、建産協のもつ特色を生かし、19

年度から 3 年間の建材に係る部位別性能評価法の標準化調査研究受託を想定し、国土交

通省等の建築公共工事仕様書へ対応可能な製品の標準化原案作成委員会等の対応強化を

講じることとしている。 

 

 
5.9 建材に係る JIS 規格（標準化）のあり方 

 

(1) ユーザーニーズへの的確な対応 

■建材の品質性能は、建築物の使用者、管理者等ユーザーの要求（期待）に応える。 

■建築物ユーザーの期待を代弁する設計者又は施工者の技術的な要求に応える。なお、

ユーザーの代理者たる設計者等の建築技術者は、JIS 規格の内容及び建材の製造品質

管理に係る技術の理解に努める。 

■建築物ユーザーの安全、都市の防災、社会資本ストックの有効活用等の政策目的で法

規（強制法規や公共調達）、公的助成、保険等の基準に JIS 規格が引用される場合は、

当該政策の実現に資する品質性能の確保に努める。 

 

(2) JIS 規格の体系 

■仕様書型 JIS 規格と性能規定型 JIS 規格とを併用し、製造、出荷、施工、維持管理等

における、それぞれの特性を十分活かした規格構成とする。 

■市場においてユーザーニーズの高い品質性能に関係する規格項目を主体とし、必要に

応じ「性能の等級」、「使用目的別類型」等を加味して構成する。 

■取引事例の少ない特殊なニーズに対しては「当事者間の協議」等に委ねる。 

■原材料の成分等から明らかに不要な品質性能等に関する試験は原則として規定しない。

ただし、安心等の理由でユーザーニーズが高い場合には、「当事者間の協議」に委ねる。 

■消費者が製品に対して高い信頼感を持てるように、JIS マーク表示に関する事項をで

きるだけ詳細に規定する。また、「当事者間の協議」は JIS マーク表示で保証される品

質性能と矛盾があってはならない。 

■規格制定当初からの改定経緯を把握し、試験等を規定した趣旨や理由については全て

記録を残す。また、過去の試験実績等から得られた知見を総括して、試験方法の簡略

化や計算式での代替を図り、認証コストの削減に努める。 

■JIS 規格は社会経済情勢、市場動向等に応じて改定すべきものとする。特に、性能規

定型 JIS 規格は製造技術（研究開発）や品質性能の向上（高級品）に柔軟に対応し、

仕様書型 JIS 規格は（中級品として）ISO との整合を図る。 

■試験方法 JIS 規格は ISO との整合を図る。 

 

(3) 仕様書型 JIS 規格 



 

■建築物の部位など使用目的を限定し、それに必要十分な性能のみを付与した製品に適

する JIS 規格として制定する。 

■原材料は JIS マーク表示品等の素性が明らかで安定した成分に限定する。 

製品試験も使用目的に合わせた最小限の性能項目とし、あらかじめ原材料や寸法形状

等により所要の性能値が当然確保できると判断された場合は、当該性能を検証する製

品試験に代えて非破壊検査など安価で比較的簡便な試験方法も選択できるよう配慮

する。 

■製造設備は品質性能の安定性を保証するため、附属部品に至るまで具体かつ詳細に規

格化して規定する。 

■工場出荷後の取扱い、施工方法、処分方法等に関する詳細な情報を提供し、それらは

工事仕様書等に反映され公開されることが望ましい。 

■製品試験を省略している性能について、業界による試買検査（市場サーベイランス）

を実施して品質性能上の問題がないことを社会にＰＲすることが望ましい。 

 

(4) 性能規定型 JIS 規格 

■建築物の性能設計に従い、部位などの使用目的に対応した製品の JIS 規格として、品

質性能に係る情報を的確に提供できるものとする。 

■製造技術のノウハウに抵触する設備等の仕様書的な記載を排除し、規定された品質性

能の検証方法として必要な試験方法を中心に構成する。なお、製品試験は既存の試験

方法 JIS 規格を引用することが望ましい。 

■製造過程で設計等が行われる特注品については、設計要領とともに、当該設計に従事

する技術者の要件も附記する。なお、これらについて公開できない事情がある場合は、

当該設計が製造責任の一部であることを明記して契約する。 

■特殊な施工方法や維持管理を必要とする製品については、施工・維持管理要領ととも

に、施工、管理等に従事する場合の技術要件も附記する。なお、関連業界は当該技術

者の育成に努力する。 

 

(5) JIS マーク認証 

■JIS マーク認証の審査は、JIS 規格の対象製品が建築物（部位）で期待される性能を十

分に発揮できるように、工場における製造品質管理の水準等と、現場における仕様書

等技術情報の整備水準、技術者等の施工水準等とのバランスを勘案する。 

■審査経験の蓄積に基づいて所要の試験件数の合理化等を図り、認証の迅速化及び認証

コスト削減に努める。 

■JIS 登録認証機関は、社会サービス上より有益な JIS 規格となるよう、JIS マーク認証

の過程で得た情報を JIS 規格制定又は改定作業にフィードバックする。また、JIS 規

格策定団体や学協会、規制当局等と緊密な関係を保ち、JIS 規格制定作業に積極的に

参画する。 

■ロット・バッチ JIS 認証、他の認証制度との組合せによる JIS 認証（JIS＋α）等、多

様なニーズに適した認証方法を工夫し、選択肢として社会に提供する。 

 ■上記の他、JIS マーク認証の社会へのＰＲ活動に積極的に取り組む。 

 

 

 



 

６．今後の課題 

 

6.1 本 FS 調査研究のまとめ  

本 FS 調査研究では住生活基本法が制定・施行され、「住宅の安全、品質、性能を確保す

るための措置を講ずる責務」を実現するため、部位としての要求性能と建材関連規格の整

合化が必要不可欠として、建築関連規格の建築基準法、公共建築工事仕様書等の引用状況、

外壁を構成する材料関係団体にヒアリング調査等を実施した。 

 

ＦＳ調査の結果、幾つかの重要な課題が明らかになった。以下に本研究のまとめと今後

の課題を示す。 

 

① 屋根・天井、外壁、開口部、内装壁、床等の住宅の各部位によって合理的に材料を選

ぶということが、意外に複雑で広範囲の知識を要する困難作業となっている。その最大の

理由としては建築材料の種類の多さと、その要求条件に対応できる性能値のデータが明確

になっていないことによる。 

  

この問題を解決するためには各部位毎の要求条件や要求性能を明確にし、JIS で定める

新 JIS 認証建築材料の製品性能データを収集し、要求性能に即した材料を検索する等のシ

ミュレーションと実証実験等を基礎的調査としたて基盤とした部位別要求性能とその評価

法の確立が重要である。 

 

② 建築材料の性能の明記とその材料の適切な選定法を確立するためには、法規や仕様書、

JIS 規格及び認証製品の物性等の基盤情報の提供が最も有効な手段となる。 

しかし現在は、建築材料の物性に関する横断的に検索できるようなデータも収集されて

おらず、使用する者が個々に JIS をみて、対応しているのが現状である。従って部位とし

て構成された場合の性能は把握されていないのが実情である。 

工業標準化法に基づく JIS 製品は国家規格でその品質性能が保証されており、且つ 3 年

ごとの製造事業所のサーベイランスにより品質確認を実施する制度で、建築基準法等各法

律はもとより公共工事仕様書等で広く引用されてきている。 

 

③ また法規や仕様書の性能規定化が進む中、現状の JIS 規格は材料の種類や形状、寸法

等、原料特性を主体とした規定内容となっている。 

現状の製品レベルの仕様規定は、設計、施工、使用条件下での製品の性能特性が不明確

なままであり、設計者等のユーザーにとって必ずしも使い易い JIS 規格はとなっていない

ことから、使用部位等用途毎の要求性能を前提とした JIS 規格のあり方が重要な課題であ

る。 

 

④ このようなことから、ISO 6241「ユーザー要求性能」、JISA0030 建築の部位別性能分

類等を基盤として、建材の部位別要求性能評価項目の体系分類及び部位別要求性能評価法

等、JIS 及び ISO 規格として実現する必要がある。現在 ISO では既に建築における性能規

格シリーズとして各部位の性能試験方法が審議されており、我が国の意見を適切に国際規

格に反映させることが重要である。 

また建築基準法においては多くの JIS が引用されているが、1995 年の WTO/TBT 協定に基



 

づき当該分野の国際規格の国内規格への採用及び適合性評価制度の適用が求められてい

る。 

しかし建築関係では安全上の観点からも独自の試験方法等が多く見られることから、こ

れら建築関連分野の JIS 規格を積極的に ISO 国際規格に提案することが課題となる。 

今回調査研究対象の部位別性能評価関連規格が ISO、OECD、UN/ECE 等が検討している持

続可能（サステナブル）な建築関連規格、試験、認証製品として対応できるものである。 

特に建築部門は安全・安心な社会の構築に向け消費者に配慮した社会ニーズへの対応が

重要で、建材の部位別性能評価は住生活基本法と新 JIS 認証制度を基盤とした建築部門の

規格のユーザーニーズ対応化を図り、持続的発展のできる国造りに寄与するもので、社会

ニーズに対応した標準化政策の適切な推進のためにも大きく貢献するテーマでもある。 

 

⑤ 2006 国土交通白書にみられるように国土形成計画の枠組みは量的拡大開発基調から

成熟社会型の計画になり、質的向上、ストックの活用、国民生活の安全・安心・安定の確

保、有限な資源の利用・保全等、これまでの開発中心からの転換政策が報告されている。 

また住生活基本法の住宅の質的向上を確実に実施するためにも、使用時の建材の性能・

品質の確保は不可欠な要因であり、そのためにも建材の部位別評価法の確立はユーザー及

び供給者の双方にとって基本的重要課題の一つであることは否めない。またこの評価法は

建材単体のハード面での評価に加え、設計計画面での評価、使用価値の持続等、社会軸で

の住宅の資産価値の維持・向上に繋がる基本的な規格となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 年度別予算と実施計画 

年度別予算と実施計画は次のとおり 

                                                総額 300,000 千円 

 

項   目 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

FS 委員会    3+4回/

年 

        

本委員会       －    4回/年    4回/年    4回/年 

１．委員会 

分科会  8回/年・4分科

会 

  8回/年・4分科会   8回/年・4分科会  8回/年・4分科会 

２．FS調査 

(1）実施計画策定 

(2）国内外基盤調査 

    

３．部位別要求性能と製品

性能 

の関連規格のあり方 

 

    

４．評価方法の検討  

 建材性能評価法に必要なｼ

ﾐｭﾚｰｼｮﾝ及び実証実験を含

む 

    

５．JIS（ISO）原案の検討 

 

 

    

年度別予算概算  

（単位千円） 

8,500 65,000 155,000 80,000 

 備考  分科会案：①調整分科会、②屋根・天井分科会、③壁分科会、④床分科会 

評価法検討（シミュレーション及び実

証実験等） 

FS 調査

部位別要求性能と建築関連規格整合

化、及び建築分類体系等の検討 

部位別要求性能評価法等のJIS/ISO規格

原案作成 



 

 

19年度実施計画 

 

項   目 第一四半期 第二四半期 第三四半期 第四四半期

本委員会 4月 第1回

  

7月 第2回

    

10月 第3

回 

 2月 第4

回 １．委員会 

分科会  2回/4分科会   2回/4分科会  2回/4分科会  2回/4分科会  

２．部位別要求性能と製品性能

の関連規格のあり方 

 

    

３．評価方法の検討  

 建材性能評価法に必要なｼﾐｭﾚ

ｰｼｮﾝ及び実証実験 

 

 

 

   

４．JIS/ISO 原案の検討 

 

 

 

    

備考 分科会案：①調整分科会、②屋根・天井分科会、③壁分科会、④床分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価法の検討（シミュレーション及び実証実験を

部位別要求性能と建築関連規格整合化、及び建築分

類体系等の検討 

建材の部位別要求性能

評価法のJIS/ISO規格

原案検討 


